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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の下側に配置され、弾性的に撓曲可能な敷き板部を有し、
　前記敷き板部に歪み検出センサが装着され、
　前記敷き板部が被験者の下側に配置された状態のもとで、被験者の生体活動に伴い発生
する前記敷き板部の歪みの変動が、前記歪み検出センサにより検出されるものとなされ、
　前記歪み検出センサからの出力信号は、被験者の生体情報の計測に用いられるものであ
り、
　前記歪み検出センサは、歪みゲージであり、
　前記敷き板部には、該敷き板部の他の部位よりも厚さが薄い薄肉部が少なくとも一箇所
形成されており、
　前記歪みゲージは、前記敷き板部の薄肉部の上下両面のうち少なくとも一方の面に、少
なくとも一個取り付けられていることを特徴とする生体情報計測用パネル。
【請求項２】
　前記薄肉部は、前記敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面に局部的に凹部が設
けられることにより、前記敷き板部に形成されたものである請求項１記載の生体情報計測
用パネル。
【請求項３】
　敷き板部の厚さが敷き板部の幅方向において連続的に変化するように敷き板部が形成さ
れることにより、前記薄肉部が前記敷き板部に形成されている請求項１記載の生体情報計
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測用パネル。
【請求項４】
　前記敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面に、弾性層が設けられている請求項
１～３のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【請求項５】
　前記歪みゲージは、前記敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面における左右両
側部及び中央部に、それぞれ取り付けられている請求項１～４のいずれか１項記載の生体
情報計測用パネル。
【請求項６】
　前記敷き板部の歪みゲージ装着位置の近傍に、前記歪みゲージへの入力信号線又は／及
び前記歪みゲージからの出力信号線が挿通される信号線挿通孔が設けられている請求項１
～５のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【請求項７】
　前記歪み検出センサからの出力信号を制御する制御装置が前記敷き板部に取り付けられ
ている請求項１～６のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【請求項８】
　前記制御装置は、前記敷き板部の上面又は下面に形成された凹所内に配置されている請
求項７記載の生体情報計測用パネル。
【請求項９】
　前記敷き板部は、帯板状に形成されており、且つ、被験者の下側に被験者の幅方向に延
びる態様に配置されるものである請求項１～８のいずれか１項記載の生体情報計測用パネ
ル。
【請求項１０】
　前記敷き板部の曲げこわさが７．５×１０2～１．５×１０12Ｎｍｍ2の範囲に設定され
ている請求項１～９のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【請求項１１】
　前記敷き板部は、ヤング率が３×１０4～３０×１０4ＭＰａの範囲の材料で形成されて
いる請求項１～１０のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【請求項１２】
　前記敷き板部は、長さ１０～１０００ｍｍ、幅３００～２０００ｍｍ及び厚さ０．１～
３０ｍｍの範囲に設定されている請求項１～１１のいずれか１項記載の生体情報計測用パ
ネル。
【請求項１３】
　前記敷き板部は、アルミニウム又はアルミニウム合金製である請求項１～１２のいずれ
か１項記載の生体情報計測用パネル。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項記載の生体情報計測用パネルを備えた生体情報計測用マ
ットであって、
　前記パネルが内部に配置されていることを特徴とする生体情報計測用マット。
【請求項１５】
　請求項１～１３のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル、又は請求項１４記載の生
体情報計測用マットを具備し、
　前記パネル又は前記マットの歪み検出センサからの出力信号に基づいて被験者の生体情
報が計測されるものとなされていることを特徴とする生体情報計測装置。
【請求項１６】
　更に、前記歪み検出センサからの出力信号に基づいて被験者の生体情報を演算する演算
手段と、前記演算手段により演算された生体情報を表示する表示手段とを具備している請
求項１５記載の生体情報計測装置。
【請求項１７】
　更に、前記演算手段により演算された生体情報を送信する通信手段を具備している請求
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項１６記載の生体情報計測装置。
【請求項１８】
　更に、前記演算手段により演算された生体情報に基づいて警報を発する警報手段を具備
している請求項１６又は１７記載の生体情報計測装置。
【請求項１９】
　請求項１～１３のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル、又は請求項１４記載の生
体情報計測用マットと、
　前記パネル又は前記マットの歪み検出センサからの出力信号に基づいて被験者の生体情
報を演算する演算手段と、
　前記演算手段により演算された生体情報を表示する表示手段と、
　前記演算手段により演算された生体情報を送信する通信手段とを具備していることを特
徴とする生体活動監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば横臥状態（臥床状態）の被験者の生体情報を計測する際に用いられる
生体情報計測用パネル、生体情報計測用マット、生体情報計測装置及び生体情報計測方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療施設や介護施設等では、病人、乳幼児、高齢者等の被験者の健康状態を把握するた
めに、被験者の就寝中の生体情報（体重、呼吸数、脈拍数、体動等）を計測することが行
われている。近年、この計測に用いられる生体情報計測装置が多数、開発されている（例
えば、特許文献１－６参照。）。これらの装置の一つに、次のような構成のものが知られ
ている。
【０００３】
　すなわち、この装置は、ベッドの四個の脚部の下端にそれぞれ重量センサとしてロード
セルが取り付けられている。そして、被験者が滞在するベッドの全荷重をロードセルによ
り測定し、この測定された荷重の変動に基づいて被験者の生体情報を計測するものとなさ
れている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　上述の装置では、被験者の体重とベッドの重量との合計荷重がロードセルにより測定さ
れることから、この測定された荷重からベッドの重量を差し引くことにより、被験者の絶
対体重を測定することができるという利点がある。
【特許文献１】特開２００３－５５２号公報（請求項１、第２図）
【特許文献２】特開２００１－２７６０１９号公報（請求項１、第１及び２図）
【特許文献３】特開２００１－４６３４７号公報（請求項１、第１図）
【特許文献４】特開２０００－１０７１５４号公報（請求項１）
【特許文献５】特開平１０－２１６１０５号公報（請求項１）
【特許文献６】特開２００３－２１０４３４号公報（請求項１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の装置には次の難点があった。
【０００６】
　すなわち、上述の装置では、被験者の体重とベッドの重量との合計荷重の変動に基づい
て被験者の生体情報が計測されるため、被験者の様々な生体活動のうち僅かな荷重変化し
か伴わない生体情報である呼吸情報や脈拍情報（心拍情報）については、精度良く計測す
ることが困難であった。
【０００７】
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　また、上述の装置では、測定精度の安定化を図るために、ベッド全体の剛性を高めなけ
ればならず、その結果、ベッドの重量が重くなったりベッドの製造コストが高くなるとい
う難点があった。
【０００８】
　また、上述の装置では、測定精度の向上のために、ロードセルの荷重受け部とベッドの
脚部の下端との間にボールやころを介在させる必要がある。そのため、ベッドの設置時に
厳格なアライメント作業（芯出し作業）を行わなければならず、ベッドの設置作業が困難
であるという難点があった。
【０００９】
　さらに、上述の装置では、ロードセルを取り付けることができるベッドの種類に制限さ
れ、市販されている全てのベッドに対して必ずしもロードセルを取り付けることができる
とは限らないという難点があった。
【００１０】
　本発明は、上述した技術背景に鑑みてなされたものであり、その目的は、被験者の様々
な生体情報のうち特に呼吸情報や脈拍情報等を精度良く計測することができ、更に、市販
されている殆どのベッドに対して適用することができる生体情報計測用パネル、生体情報
計測用マット、生体情報計測装置及び生体情報計測方法を提供することにある。
【００１１】
　また本発明は、被験者の様々な生体活動のうち特に呼吸や脈拍の状況を確実に監視する
ことができる、前記パネル又は前記マットを備えた生体活動監視システムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は以下の手段を提供する。すなわち、
　［１］　被験者の下側に配置され、弾性的に撓曲可能な敷き板部を有し、前記敷き板部
に歪み検出センサが装着され、前記敷き板部が被験者の下側に配置された状態のもとで、
被験者の生体活動に伴い発生する前記敷き板部の歪みの変動が、前記歪み検出センサによ
り検出されるものとなされ、前記歪み検出センサからの出力信号は、被験者の生体情報の
計測に用いられるものであることを特徴とする生体情報計測用パネル。
【００１３】
　［２］　前記敷き板部は、平面視略長方形の帯板状に形成されており、且つ、被験者の
下側に被験者の幅方向に延びる態様に配置されるものである前項１記載の生体情報計測用
パネル。
【００１４】
　［３］　前記敷き板部の曲げこわさが７．５×１０2～１．５×１０12Ｎｍｍ2の範囲に
設定されている前項１又は２記載の生体情報計測用パネル。
【００１５】
　［４］　前記敷き板部は、ヤング率が３×１０4～３０×１０4ＭＰａの範囲の材料で形
成されている前項１～３のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【００１６】
　［５］　前記敷き板部は、長さ１０～１０００ｍｍ、幅３００～２０００ｍｍ及び厚さ
０．１～３０ｍｍの範囲に設定されている前項１～４のいずれか１項記載の生体情報計測
用パネル。
【００１７】
　［６］　前記敷き板部は、アルミニウム又はアルミニウム合金製である前項１～５のい
ずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【００１８】
　［７］　前記敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面に、弾性層が設けられてい
る前項１～６のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【００１９】
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　［８］　前記弾性層は、弾性シート材で形成されており、前記敷き板部の前記少なくと
も一方の面に、前記弾性シート材が、その周縁部が前記敷き板部の周縁の外側へはみ出た
状態に設けられている前項７記載の生体情報計測用パネル。
【００２０】
　［９］　前記歪み検出センサは、歪みゲージである前項１～８のいずれか１項記載の生
体情報計測用パネル。
【００２１】
　［１０］　前記歪みゲージは、前記敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面に、
少なくとも一個取り付けられている前項９記載の生体情報計測用パネル。
【００２２】
　［１１］　前記歪みゲージは、前記敷き板部の上下両面の互いに対向する位置に、一対
取り付けられており、前記一対の歪みゲージと一対のダミー抵抗とが互いに電気的に接続
されてブリッジ回路が形成され、前記ブリッジ回路からの出力信号が、被験者の生体情報
の計測に用いられるものである前項９又は１０記載の生体情報計測用パネル。
【００２３】
　［１２］　前記歪みゲージは、前記敷き板部の上下両面の互いに対向する位置に、二対
取り付けられており、前記二対の歪みゲージが電気的に接続されてブリッジ回路が形成さ
れ、前記ブリッジ回路からの出力信号が、被験者の生体情報の計測に用いられるものであ
る前項９又は１０記載の生体情報計測用パネル。
【００２４】
　［１３］　前記歪みゲージは、前記敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面にお
ける左右両側部及び中央部に、それぞれ取り付けられている前項９～１２のいずれか１項
記載の生体情報計測用パネル。
【００２５】
　［１４］　前記敷き板部には、該敷き板部の他の部位よりも厚さが薄い薄肉部が少なく
とも一箇所形成されており、前記歪みゲージは、前記敷き板部の薄肉部の上下両面のうち
少なくとも一方の面に、少なくとも一個取り付けられている前項９～１３のいずれか１項
記載の生体情報計測用パネル。
【００２６】
　［１５］　前記薄肉部は、前記敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面に局部的
に凹部が設けられることにより、前記敷き板部に形成されたものである前項１４記載の生
体情報計測用パネル。
【００２７】
　［１６］　敷き板部の厚さが敷き板部の幅方向において連続的に変化するように敷き板
部が形成されることにより、前記薄肉部が前記敷き板部に形成されている前項１４記載の
生体情報計測用パネル。
【００２８】
　［１７］　前記敷き板部の歪みゲージ貼付け位置の近傍に、前記歪みゲージへの入力信
号線又は／及び前記歪みゲージからの出力信号線が挿通される信号線挿通孔が設けられて
いる前項９～１６のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【００２９】
　［１８］　前記歪み検出センサは、導電性エラストマーセンサである前項１～８のいず
れか１項記載の生体情報計測用パネル。
【００３０】
　［１９］　前記導電性エラストマーセンサは、前記敷き板部の内部に配置されている前
項１８記載の生体情報計測用パネル。
【００３１】
　［２０］　前記敷き板部は、上板部と下板部とに分割されるとともに、前記上板部と前
記下板部とがこれらの間に前記導電性エラストマーセンサを挟んだ状態で互いに重合せ状
に結合されている前項１８又は１９記載の生体情報計測用パネル。
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【００３２】
　［２１］　前記歪み検出センサからの出力信号を制御する制御装置が前記敷き板部に取
り付けされている前項１～２０のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル。
【００３３】
　［２２］　前記制御装置は、前記敷き板部の上面又は下面に形成された凹所内に配置さ
れている前項２１記載の生体情報計測用パネル。
【００３４】
　［２３］　前項１～２２のいずれか１項記載の生体情報計測用パネルを備えた生体情報
計測用マットであって、前記パネルが内部に配置されていることを特徴とする生体情報計
測用マット。
【００３５】
　［２４］　前項１～２２のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル、又は前項２３記
載の生体情報計測用マットを具備し、前記パネル又は前記マットの歪み検出センサからの
出力信号に基づいて被験者の生体情報が計測されるものとなされていることを特徴とする
生体情報計測装置。
【００３６】
　［２５］　更に、前記歪み検出センサからの出力信号に基づいて被験者の生体情報を演
算する演算手段と、前記演算手段により演算された生体情報を表示する表示手段とを具備
している前項２４記載の生体情報計測装置。
【００３７】
　［２６］　更に、前記演算手段により演算された生体情報を送信する通信手段を具備し
ている前項２５記載の生体情報計測装置。
【００３８】
　［２７］　更に、前記演算手段により演算された生体情報に基づいて警報を発する警報
手段を具備している前項２５又は２６記載の生体情報計測装置。
【００３９】
　［２８］　前項１～２２のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル、又は前項２３記
載の生体情報計測用マットを準備し、前記パネル又は前記マットを被験者の下側に配置し
た状態のもとで、被験者の生体活動に伴い発生する前記パネル又は前記マットの敷き板部
の歪みの変動を、前記パネル又は前記マットの歪み検出センサにより検出し、前記歪み検
出センサからの出力信号に基づいて被験者の生体情報を計測することを特徴とする生体情
報計測方法。
【００４０】
　［２９］　前記歪み検出センサからの出力信号に基づいて被験者の生体情報を演算手段
により演算し、前記演算手段により演算された生体情報を表示手段により表示する前項２
８記載の生体情報計測方法。
【００４１】
　［３０］　前記演算手段により演算された生体情報を通信手段により送信する前項２９
記載の生体情報計測方法。
【００４２】
　［３１］　前記演算手段により演算された生体情報に基づいて警報を警報手段により発
する前項２９又は３０記載の生体情報計測方法。
【００４３】
　［３２］　前項１～２２のいずれか１項記載の生体情報計測用パネル、又は前項２３記
載の生体情報計測用マットと、前記パネル又は前記マットの歪み検出センサからの出力信
号に基づいて被験者の生体情報を演算する演算手段と、前記演算手段により演算された生
体情報を表示する表示手段と、前記演算手段により演算された生体情報を送信する通信手
段とを具備していることを特徴とする生体活動監視システム。
【００４４】
　次に、上記各項の発明をその作用効果とともに以下に説明する。
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【００４５】
　［１］の発明に係る生体情報計測用パネルでは、敷き板部は被験者の下側に配置される
。そして、この敷き板部の上に、薄い上マットを介して又は該上マットを介さないで、被
験者が横臥姿勢（例えば就寝姿勢）になる。この状態のもとで、被験者の生体活動に伴い
発生する敷き板部の歪みの変動が歪み検出センサにより検出される。これにより、被験者
の様々な生体活動のうち特に呼吸や脈拍（心拍）に起因する敷き板部の歪みの変動に対す
る検出限度を向上させて該変動を精度良く検出することができる。したがって、被験者の
様々な生体情報のうち特に呼吸情報や脈拍情報（心拍情報）を精度良く計測することがで
きる。
【００４６】
　また、このパネルは、例えば、被験者がベッド等の寝床部上に在床（着床）しているか
否かについても検出可能である。すなわち、このパネルは在床検出用パネルとしても利用
可能である。
【００４７】
　さらに、このパネルでは、敷き板部を被験者の下側に配置するだけで、パネルの設置作
業が完了する。そのため、パネルの設置作業を容易に行うことができるし、また市販され
ている殆どのベッドに対して適用することができ、汎用性に優れている。
【００４８】
　また、ベッドで就寝するため等でベッド上に横臥する被験者に対して生体情報を計測す
る場合には次の利点がある。
【００４９】
　すなわち、生体情報の計測時には、敷き板部は通常、ベッドのマット上に載置されるこ
とから、もしベッドの周囲を人が歩行した場合であっても、ベッドを設置した床面の振動
による検出精度の低下を防止することができる。もとより、ベッドの剛性を高める必要が
ないので、ベッドの軽量化を図ることができる。
【００５０】
　このパネルにおいて、敷き板部は弾性的に撓曲可能なものである。この敷き板部の材料
は、本発明の目的を達せられるように曲げこわさを考慮して選択される。なお、曲げこわ
さは、材料のヤング率や断面二次モーメントで決定される。例えば、この敷き板部は、鉄
、鋼、ステンレス鋼、マグネシウム合金、アルミニウム又はアルミニウム合金等の金属製
であっても良いし、繊維強化プラスチック等のプラスチック製であっても良い。
【００５１】
　なお本発明では、ベッド上に横臥する被験者に対して生体情報を計測する場合には、上
述のように、敷き板部は通常、ベッドのマット上に載置される。一方、畳面又は床面上に
敷かれた蒲団上に就寝のため等で横臥する被験者に対して生体情報を計測する場合には、
敷き板部は通常、畳面又は床面上に載置されるかあるいは敷き布団上に載置される。した
がって、敷き板部が載置される寝床面としては、ベッドのマット上面、畳面、床面、敷き
布団上面等が挙げられる。さらに、敷き板部が載置される寝床面としては、椅子や車両座
席における座面、背凭れ面等が挙げられる。また、本発明では、便座や浴槽の床面等の、
被験者が着座する面や被験者と接する面の上に敷き板部を載置しても良い。
【００５２】
　また、本発明では、被験者の生体活動として、呼吸、脈拍（心拍）、体動（例：寝返り
）等が挙げられる。
【００５３】
　また、ベッドとしては、被験者が睡眠するために用いられるベッド（即ち睡眠用ベッド
）をはじめ、その他に、診察台、検査台、ストレッチャー等が具体的に挙げられる。
【００５４】
　また、本発明では、被験者の横臥状態（臥床状態）として、例えば、就寝中、休憩中、
健康診断中などにおいて身体を横たえた状態を挙げることができる。
【００５５】
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　また、本発明では、歪み検出センサで検出される敷き板部の歪みの変動としては、敷き
板部の曲げ歪みの変動をはじめ、敷き板部の圧縮歪みの変動や引張歪みの変動等が挙げら
れる。
【００５６】
　また、本発明では、歪み検出センサは、敷き板部の曲げ歪みの変動、敷き板部の圧縮歪
みの変動、敷き板部の引張歪みの変動等の敷き板部の歪みの変動を検出できるものである
。このような歪み検出センサとしては、例えば、歪みゲージ、導電性エラストマーセンサ
、光学式歪み検出センサ、電歪デバイスセンサ、圧電デバイスセンサ及び磁歪デバイスセ
ンサが挙げられ、またこの歪み検出センサは、これらのセンサからなる群から選択された
１種又は２種以上のセンサであっても良い。
【００５７】
　［２］の発明では、敷き板部は、平面視略長方形の帯板状に形成されており、且つ、被
験者の下側に被験者の幅方向に延びる態様に配置されるものであることにより、敷き板部
の歪みが被験者の生体活動に伴い確実に変動するものとなる。そのため、被験者の様々な
生体情報のうち特に呼吸情報や脈拍情報を更に精度良く計測することができる。
【００５８】
　［３］の発明では、敷き板部の曲げこわさが所定範囲に設定されることにより、敷き板
部の歪みが被験者の生体活動に伴い更に確実に変動するものとなる。そのため、被験者の
呼吸情報や脈拍情報を更に精度良く計測することができる。
【００５９】
　［４］の発明では、敷き板部は、ヤング率が所定範囲の材料で形成されたものであるこ
とにより、敷き板部の歪みが被験者の生体活動に伴い更に確実に変動するものとなる。そ
のため、被験者の呼吸情報や脈拍情報を更に精度良く計測することができる。
【００６０】
　［５］の発明では、敷き板部は、その長さ、幅及び厚さがそれぞれ所定範囲に設定され
ていることにより、敷き板部の歪みが被験者の生体活動に伴い更に確実に変動するものと
なる。そのため、被験者の呼吸情報や脈拍情報を更に精度良く計測することができる。
【００６１】
　さらに、［５］の発明では次のような作用効果を奏する。すなわち、敷き板部の長さが
１０～１０００ｍｍの範囲に設定されることにより、背の低い被験者から背の高い被験者
までこの敷き板部を適用することができる。さらに、敷き板部の幅が３００～２０００ｍ
ｍの範囲に設定されることにより、乳幼児から大人までこの敷き板部を適用することがで
きる。また、敷き板部の厚さが０．１～３０ｍｍの範囲に設定されることが望ましい理由
は、次のとおりである。すなわち、敷き板部の厚さが０．１ｍｍ以上である場合には、敷
き板部に要求される曲げこわさを所定範囲に確実に設定することができる。また、敷き板
部の厚さが３０ｍｍ以下である場合には、敷き板部の上に被験者が就寝姿勢等の横臥姿勢
になった状態において、敷き板部の厚さに伴う段差により被験者が感じることのある違和
感を確実に解消することができる。
【００６２】
　［６］の発明では、敷き板部がアルミニウム又はアルミニウム合金製であることにより
、パネルの軽量化を図ることができ、そのため、パネルの設置作業を更に容易に行うこと
ができる。
【００６３】
　さらに、この場合には次の利点がある。すなわち、一般にアルミニウム又はアルミニウ
ム合金は、鉄等の鋼材に比べてヤング率が約１／３と小さい。そのため、アルミニウム又
はアルミニウム合金製の敷き板部の歪みは、被験者の様々な生体活動のうち特に呼吸や脈
拍に対して非常に敏感に変動し得るものとなる。そのため、被験者の呼吸情報や脈拍情報
を更に精度良く計測することができる。
【００６４】
　もとより、アルミニウム又はアルミニウム合金は錆にくいので、アルミニウム又はアル
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ミニウム合金製の敷き板部は、耐用寿命が長くなる。
【００６５】
　さらに、アルミニウム又はアルミニウム合金はリサイクル性に優れているから、アルミ
ニウム又はアルミニウム合金製の敷き板部を廃棄する際に、これをリサイクルに供するこ
とができる。
【００６６】
　［７］の発明では、敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面に弾性層が設けられ
ていることにより、敷き板部を被験者の下側に配置した状態のもとで、敷き板部の歪みが
確実に変動し得るようになる。そのため、被験者の呼吸情報や脈拍情報を確実に精度良く
計測することができる。さらに、この敷き板部によれば、該敷き板部の上に横臥（例えば
就寝）する被験者に対して柔らか感を与えることができる。その結果、被験者において寝
心地が良くなる。
【００６７】
　［８］の発明では、敷き板部の所定面に、弾性シート材（即ち弾性層）がその周縁部が
敷き板部の周縁の外側へはみ出た状態に設けられることにより、敷き板部の上に被験者が
就寝姿勢等の横臥姿勢になった状態において、敷き板部の周縁にて被験者が感じることの
ある違和感を解消することができる。その結果、被験者において寝心地が更に良くなる。
【００６８】
　なお本発明では、弾性シート材は、敷き板部の所定面に、例えば、接着剤等で貼り付け
られていても良いし、カシメ、ネジ、リベッド等の機械的接合手段で沿接状態に取り付け
られていても良い。
【００６９】
　［９］の発明では、歪み検出センサが歪みゲージであることにより、敷き板部の歪みの
変動を確実に検出することができる。
【００７０】
　［１０］の発明では、歪みゲージが敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面に少
なくとも一個取り付けられることにより、敷き板部の歪みの変動を更に確実に検出するこ
とができる。
【００７１】
　なお本発明では、歪みゲージの敷き板部への取付け手段としては、例えば、接着剤によ
る貼付けや、カシメ、ネジ、溶接等の機械的接合手段が挙げられる。
【００７２】
　［１１］の発明では、敷き板部の歪みの変動を更に確実に検出することができる。
【００７３】
　なお本発明では、ダミー抵抗として、固定抵抗、チップ抵抗等が用いられる。
【００７４】
　［１２］の発明では、二対の歪みゲージが電気的に接続されてブリッジ回路が形成され
るとともに、このブリッジ回路からの出力信号が被験者の生体情報の計測に用いられるも
のであることにより、敷き板部の歪みの変動を更に確実に検出することができる。
【００７５】
　［１３］の発明では、歪みゲージは敷き板部の上下両面のうち少なくとも一方の面にお
ける左右両側部及び中央部にそれぞれ取り付けられている。したがって、被験者の生体活
動のうち呼吸及び脈拍に起因する敷き板部の歪みの変動は、敷き板部の所定の面における
中央部に取り付けられた歪みゲージによって主に検出される。また、敷き板部における被
験者の横臥位置は、敷き板部の所定の面における左側部及び右側部にそれぞれ取り付けら
れた歪みゲージによって主に検出される。したがって、被験者の呼吸情報や脈拍情報を精
度良く計測することができることはもとより、更に、被験者の横臥位置（例えば被験者の
就寝位置）についても検出することができる。
【００７６】
　［１４］の発明では、敷き板部に所定の薄肉部が形成されることにより、敷き板部の薄
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肉部で歪みが集中的に発生する。このような薄肉部の上下両面のうち少なくとも一方の面
に、歪みゲージが少なくとも一個取り付けられることにより、敷き板部の歪みの変動が歪
みゲージにより確実に検出されるようになる。そのため、被験者の呼吸情報や脈拍情報を
確実に精度良く計測することができる。
【００７７】
　［１５］の発明では、敷き板部に所定の薄肉部を確実に形成することができる。
【００７８】
　［１６］の発明では、敷き板部に所定の薄肉部を確実に形成することができる。
【００７９】
　［１７］の発明では、敷き板部の歪みゲージ貼付け位置の近傍に所定の信号線挿通孔が
設けられているので、信号線を必要に応じて挿通孔に挿通することにより、信号線につい
て所望する配線レイアウトに容易に設定することができる。
【００８０】
　［１８］の発明では、歪み検出センサが導電性エラストマーセンサであることにより、
敷き板部の歪みの変動を確実に検出することができる。
【００８１】
　さらに、導電性エラストマーセンサの導電性エラストマーは、様々な形状や大きさのも
があることから、例えば、該センサを敷き板部の全面に亘って装着したりあるいは敷き板
部の所定部位にのみ装着したりすることができ、つまり該センサの敷き板部への装着位置
の自由度が増大する。さらに、導電性エラストマーの電気抵抗値は様々に設定変更可能で
あることから、導電性エラストマーの電気抵抗値を所定の値に設定することにより、敷き
板部の歪みの変動を確実に検出することができる。
【００８２】
　なお、導電性エラストマーセンサとして、例えば、導電性ゴムセンサや導電性樹脂セン
サが挙げられる。
【００８３】
　［１９］の発明では、導電性エラストマーセンサが敷き板部の内部に配置されているこ
とにより、該センサが敷き板部で保護されて該センサの外部との接触に伴う損傷が防止さ
れる。その結果、センサの耐用寿命、即ちパネルの耐用寿命が長くなる。
【００８４】
　［２０］の発明では、敷き板部の上板部と下板部がこれらの間に導電性エラストマーセ
ンサを挟んだ状態で互いに重合せ状に結合されることにより、導電性エラストマーセンサ
が敷き板部の内部に配置される。そのため、該センサが敷き板部で保護されて該センサの
外部との接触に伴う損傷が防止される。その結果、センサの耐用寿命、即ちパネルの耐用
寿命が長くなる。さらには、センサの敷き板部内部への配置作業（埋込み作業）を容易に
行うことができる。
【００８５】
　［２１］の発明では、歪み検出センタからの出力信号を制御装置で制御することができ
る。
【００８６】
　［２２］の発明では、制御装置の外部との接触に伴う損傷が防止される。その結果、制
御装置の耐用寿命、即ちパネルの耐用寿命が長くなる。
【００８７】
　［２３］の発明では、生体情報計測用マットは本発明に係るパネルを備えているので、
本発明に係るパネルによる作用効果と同様の作用効果を奏する。
【００８８】
　さらに、パネルがマットの内部に配置されており、更に、マットは通常、弾性を有する
ものであることから、このマットによれば、被験者の生体活動に伴いマットの上面が振動
するとともに、この振動が敷き板部に伝達されて、敷き板部の歪みが確実に変動し得るよ
うになる。すなわち、敷き板部の歪みの変動がマットで阻害される虞は殆どない。
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【００８９】
　［２４］の発明では、生体情報計測装置は本発明に係るパネル又はマットを具備してい
るので、本発明に係るパネル又はマットによる作用効果と同様の作用効果を奏する。
【００９０】
　［２５］の発明では、生体情報計測装置は、所定の演算手段と所定の表示手段とを具備
しているので、被験者の生体情報を確実に演算することができるし、被験者の生体情報を
確実に表示することができる
　［２６］の発明では、生体情報計測装置は所定の通信手段を具備しているので、被験者
の生体情報を遠隔地で計測することができる。
【００９１】
　［２７］の発明では、生体情報計測装置は所定の警報手段を具備しているので、被験者
の状態が想定している範囲外となった場合に看護師、介護者、監視者等に警報で知らせる
ことができる。
【００９２】
　［２８］の発明では、被験者の様々な生体情報のうち特に呼吸情報や脈拍情報を精度良
く計測することができる。
【００９３】
　［２９］の発明では、被験者の生体情報を確実に演算することができるし、被験者の生
体情報を確実に表示することができる。
【００９４】
　［３０］の発明では、被験者の生体情報を遠隔地で計測することができる。
【００９５】
　［３１］の発明では、被験者の状態が想定している範囲外となった場合に看護師、介護
者、監視者等に警報で知らせることができる。
【００９６】
　［３２］の発明では、被験者の様々な生体活動のうち特に呼吸や脈拍（心拍）の状況に
ついてより確実に監視することができる。
【発明の効果】
【００９７】
　上述の次第で、本発明の効果を簡潔にまとめると次のとおりである。
【００９８】
　本発明に係る生体情報計測用パネルは、被験者の様々な生体活動のうち特に呼吸や脈拍
に起因する敷き板部の歪みの変動を精度良く検出することができる。したがって、被験者
の様々な生体情報のうち特に呼吸情報や脈拍情報を精度良く計測することができる。
【００９９】
　さらに、このパネルによれば、パネルの設置作業を容易に行うことができるし、また市
販されている殆どのベッドに対して適用することができ、汎用性に優れている。
【０１００】
　さらに、このパネルによれば、ベッド上に横臥する被験者に対して生体情報を計測する
場合には次の利点がある。
【０１０１】
　すなわち、生体情報の計測時には、敷き板部は通常、ベッドのマット上に載置されるこ
とから、もしベッドの周囲を人が歩行した場合であっても、ベッドを設置した床面の振動
による検出精度の低下を防止することができる。もとより、ベッドの剛性を高める必要が
ないので、ベッドの軽量化を図ることができる。
【０１０２】
　本発明に係る生体情報計測用マットは、本発明に係るパネルによる効果と同様の効果を
奏する。
【０１０３】
　本発明に係る生体情報計測装置及び生体情報計測方法は、被験者の様々な生体情報のう
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ち特に呼吸情報や脈拍情報を精度良く計測することができる。
【０１０４】
　本発明に係る生体活動監視システムは、被験者の様々な生体活動のうち特に呼吸や脈拍
の状況についてより確実に監視することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１０５】
　次に、本発明の幾つかの好ましい実施形態について図面を参照して以下に説明する。
【０１０６】
　図１～図９は、本発明の第１実施形態に係る生体情報計測用パネル（１）及び生体情報
計測装置（50）を説明するための図である。
【０１０７】
　本第１実施形態の生体情報計測装置（50）は、図１に示すように、被験者（Ｓ）の主に
就寝中の生体情報（呼吸情報、脈拍情報、体動情報等）を計測するためのもので、医療施
設、介護施設、一般家庭等で用いられるものである。被験者（Ｓ）として、健康人、病人
、乳幼児、高齢者等を挙げることができる。
【０１０８】
　この生体情報計測装置（50）は、図１に示すように、生体情報計測用パネル（１）と演
算手段（30）と表示手段（35）と通信手段（36）と警報手段（37）とを具備している。
【０１０９】
　また、（15）は、被験者（Ｓ）が就寝するためのベッドである。被験者（Ｓ）は、この
ベッド（15）の寝床面（18）上に就寝姿勢（即ち横臥姿勢）になる。図２に示すように、
寝床面（18）は、ベッド（15）の床板部（16）の上に敷設された弾性を有するマット（17
）（例：マットレス）の上面からなる。マット（17）は、厚いマット本体（17a）と該マ
ット本体（17a）上に敷設された薄い上マット（17b）とで形成されている。なお、図１で
は、説明の便宜上、上マット（17b）は図示省略されている。
【０１１０】
　なお、このベッド（15）はギャッチベッドであり、したがって床板部（16）のうち被験
者（Ｓ）の上半身を受ける部位は水平面に対して所定の傾斜角に起こすことができるよう
になっている。なお、生体情報の計測時には、寝床面（18）全体は通常、水平に配置され
る。
【０１１１】
　パネル（１）は、図３～図５に示すように、敷き板部（２）と、該敷き板部（２）に装
着された歪み検出センサ（Ｄ）と、敷き板部（２）の上下両面にそれぞれ設けられた弾性
層（８）とを有している。
【０１１２】
　敷き板部（２）は、弾性的に撓曲可能なものであり、平面視略長方形の帯板状に形成さ
れている。そして、この敷き板部（２）は、図１及び図２に示すように、被験者（Ｓ）の
下側に被験者（Ｓ）の幅方向（即ち寝床面（18）の幅方向）に延びる態様に水平状に配置
されるものである。詳述すると、この敷き板部（２）は、マット（17）の上面における、
就寝姿勢の被験者（Ｓ）の胸部及びその周辺部の下方位置に、被験者（Ｓ）の幅方向に延
びる態様に水平状に載置される。
【０１１３】
　なお本明細書では、説明の便宜上、被験者（Ｓ）の胸部及びその周辺部を「被験者（Ｓ
）の胸部を含む胸周辺部」という。
【０１１４】
　そして、図１及び図２に示すように、この敷き板部（２）の中央部の上に、上マット（
17b）を介して又は該上マット（17b）を介さないで被験者（Ｓ）が就寝姿勢になる。上マ
ット（17b）は、被験者（Ｓ）が敷き板部（２）の上に就寝姿勢になったときに被験者（
Ｓ）に柔らか感を与える役割を有する。なお本発明では、上マット（17b）は用いなくて
も良い。
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【０１１５】
　こうして被験者（Ｓ）が敷き板部（２）の上に就寝姿勢になると、敷き板部（２）は被
験者（Ｓ）の体重（詳述すると被験者（Ｓ）の胸部を含む胸周辺部の重さ）によって弾性
的に僅かに撓曲する。これにより、敷き板部（Ｓ）に曲げ歪みが発生する。さらに、被験
者（Ｓ）の呼吸、脈拍（心拍）、体動（例：寝返り）等の様々な生体活動に伴い、敷き板
部（２）の歪みが時間的に変動する。この変動が歪み検出センサ（Ｄ）によって検出され
る。そして、この歪み検出センサ（Ｄ）からの出力信号は、被験者（Ｓ）の呼吸情報、脈
拍情報（心拍情報）、体動情報（例：寝返り情報）等の様々な生体情報の計測に用いられ
る。
【０１１６】
　敷き板部（２）は、本第１実施形態ではアルミニウム又はアルミニウム合金製であり、
且つ押出材や圧延材等からなる。
【０１１７】
　なお本発明では、敷き板部（２）は、鉄、鋼、ステンレス鋼、マグネシウム合金等の金
属製であっても良いし、繊維強化プラスチック等のプラスチック製であっても良い。
【０１１８】
　図５において、（Ｌ）、（Ｗ）及び（Ｔ）は、それぞれ、敷き板部（２）の長さ、幅及
び厚さを示している。
【０１１９】
　ここで本明細書では、敷き板部（２）の長さ（Ｌ）とは、被験者（Ｓ）の身長方向に沿
う敷き板部（２）の長さ、即ち寝床面（18）の長さ方向に沿う敷き板部（２）の長さであ
る。敷き板部（２）の幅（Ｗ）とは、被験者（Ｓ）の幅方向に沿う敷き板部（２）の長さ
、即ち寝床面（18）の幅方向に沿う敷き板部（２）の長さである。
【０１２０】
　本第１実施形態のパネル（１）では、敷き板部（２）の上下両面はそれぞれ平坦状に形
成されており、また敷き板部（２）の厚さ（Ｔ）は敷き板部（２）の幅方向において均一
に設定されている。
【０１２１】
　弾性層（８）は、所定の広さ及び厚さを有する弾性シート材（９）で形成されている。
弾性シート材（９）としては、例えば、発泡ウレタンシート材等の弾性発泡樹脂シート材
やゴムシート材が用いられる。そして、敷き板部（２）の上下両面に、それぞれ、この弾
性シート材（９）が、その周縁部（9a）が敷き板部（２）の周縁の外側へはみ出た状態に
接着剤によって全面に亘って貼り付けられている。このようにして、敷き板部（２）の上
下両面にそれぞれ弾性層（８）が設けられている。
【０１２２】
　本第１実施形態では、歪み検出センサ（Ｄ）として歪みゲージ（20a）（20a）（20b）
（20b）が用いられている。
【０１２３】
　すなわち、敷き板部（２）の上下両面の中央部の互いに対向する位置には、歪み検出セ
ンサ（Ｄ）としての歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）が二対、直接貼り付けられ
ている。この二対（即ち四個）の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）を、説明の便
宜上、「中央歪みゲージ群（20C）」という。この二対の歪みゲージ（20a）（20a）（20b
）（20b）は、図６に示すように電気的に接続されており、これによりブリッジ回路（21C
）（ホイートストンブリッジ回路）が形成されている。このブリッジ回路（21C）を、説
明の便宜上、「中央ブリッジ回路（21C）」という。
【０１２４】
　また、敷き板部（２）の上下両面の左側部の互いに対向する位置には、歪み検出センサ
（Ｄ）としての歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）が二対、直接貼り付けられてい
る。この二対（即ち四個）の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）を、説明の便宜上
、「左側歪みゲージ群（20L）」という。この二対の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（
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20b）は、図６に示すように電気的に接続されており、これによりブリッジ回路（21L）が
形成されている。このブリッジ回路（21L）を、説明の便宜上、「左側ブリッジ回路（21L
）」という。
【０１２５】
　また、敷き板部（２）の上下両面の右側部の互いに対向する位置には、歪み検出センサ
（Ｄ）としての歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）が二対、直接貼り付けられてい
る。この二対（即ち四個）の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）を、説明の便宜上
、「右側歪みゲージ群（20R）」という。この二対の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（
20b）は、図６に示すように電気的に接続されており、これによりブリッジ回路（21R）が
形成されている。このブリッジ回路（21R）を、説明の便宜上、「右側ブリッジ回路（21R
）」という。
【０１２６】
　なお、各歪みゲージ（20a）（20b）は、例えば接着剤によって所定の部位に貼り付けら
れている。
【０１２７】
　歪みゲージ（20a）（20b）は、被験者（Ｓ）の呼吸、脈拍（心拍）、体動（例：寝返り
）等の生体活動に伴い発生する敷き板部（２）の歪みの時間的な変動を検出するためのも
のである。一方、敷き板部（２）は起歪体として作用する。
【０１２８】
　歪みゲージ（20a）（20b）からの出力信号としての出力電圧は、被験者（Ｓ）の生体情
報の計測に用いられる。本第１実施形態では、二対の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）
（20b）が電気的に接続されてブリッジ回路（21L）（21C）（21R）が形成されていること
から、各ブリッジ回路（21L）（21C）（21R）からの出力信号としての出力電圧が被験者
（Ｓ）の生体情報の計測に用いられることとなる。
【０１２９】
　なお本発明では、歪みゲージ（20a）（20b）の種類は限定されるものではなく、歪みゲ
ージ（20a）（20b）として、例えば、抵抗線歪みゲージ、箔歪みゲージ及び半導体歪みゲ
ージが用いられる。
【０１３０】
　図３～図５において、（22）は歪みゲージ（20a）（20b）への入力信号線であり、（23
）は歪みゲージ（20a）（20b）からの出力信号線である。なお、同図では、入力信号線（
22）と出力信号線（23）とは互いに共通する一本の線で図示されている。
【０１３１】
　本第１実施形態では、二対の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）が電気的に接続
されてブリッジ回路（21L）（21C）（21R）が形成されていることから、歪みゲージへの
入力信号線（22）はブリッジ回路（21L）（21C）（21R）への入力信号線となり、歪みゲ
ージからの出力信号線（23）はブリッジ回路（21L）（21C）（21R）からの出力信号線と
なる。
【０１３２】
　敷き板部（２）の各歪みゲージ群の歪みゲージ貼付け位置の近傍には、図４に示すよう
に、信号線挿通孔（３）が設けられている。そして、歪みゲージ群を構成している二対（
即ち四個）の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）のうち敷き板部（２）の下面に貼
り付けられた二個の歪みゲージ（20b）（20b）への入力信号線（22）及び当該二個の歪み
ゲージ（20b）（20b）からの出力信号線（23）は、ともに、信号線挿通孔（３）に挿通さ
れて敷き板部（２）の上面側へと導出されている。さらに、これらの信号線（22）（23）
と、他の二個の歪みゲージ（20a）（20a）への入力信号線（22）及び当該他の二個の歪み
ゲージ（20a）（20a）からの出力信号線（23）とが、互いに一束にまとめられた状態で、
敷き板部（２）の上面に敷き板部（２）の右方向に延びて沿設されたのち、敷き板部（２
）の右縁から外部へと導出されている。
【０１３３】
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　このように、このパネル（１）では、敷き板部（２）の歪みゲージ貼付け位置の近傍に
信号線挿通孔（３）が設けられているので、信号線（22）（23）を必要に応じて信号線挿
通孔（３）に挿通することにより、信号線（22）（23）について所望する配線レイアウト
に容易に設定することができる。
【０１３４】
　さらに、この敷き板部（２）の上下両面に、それぞれ、上述した弾性層（８）としての
弾性シート材（９）が、全ての歪みゲージ（20a）（20b）及び信号線（22）（23）を覆う
態様にして貼り付けられている。これにより、歪みゲージ（20a）（20b）及び信号線（22
）（23）が弾性シート材（９）（即ち弾性層（８））で保護され、歪みゲージ（20a）（2
0b）及び信号線（22）（23）の外部との接触に伴う損傷や断線を防止できるものとなされ
ている。
【０１３５】
　而して、敷き板部（２）は、上述したように、平面視略長方形の帯板状に形成されてお
り、且つ、被験者（Ｓ）の下側に被験者（Ｓ）の幅方向に延びる態様に水平状に配置され
るものである。このように敷き板部（２）が形成され且つ配置されることにより、敷き板
部（２）の歪みが被験者（Ｓ）の生体活動に伴い確実に変動するものとなる。そのため、
被験者（Ｓ）の様々な生体情報のうち特に呼吸情報や脈拍情報を精度良く計測することが
できる。
【０１３６】
　敷き板部（２）の曲げこわさは、７．５×１０2～１．５×１０12Ｎｍｍ2の範囲に設定
されることが望ましい。曲げこわさがこの範囲に設定されることにより、敷き板部（２）
の歪みが被験者（Ｓ）の生体活動に伴い更に確実に変動するものとなる。そのため、被験
者（Ｓ）の様々な生体情報のうち特に呼吸情報や脈拍情報を更に精度良く計測することが
できる。特に望ましい曲げこわさの範囲は７．５×１０2～１．３５×１０12Ｎｍｍ2であ
り、更に望ましくは１×１０5～７×１０9Ｎｍｍ2（更により望ましくは７×１０5～２×
１０9Ｎｍｍ2）である。
【０１３７】
　例えば、各種材料で製作された敷き板部（２）の寸法について、その長さを１００ｍｍ
に設定するとともに、その幅を３００～２０００ｍｍの範囲で且つその厚さを０．１～３
０ｍｍの範囲で様々に変化させて、敷き板部（２）の曲げこわさと歪みゲージ（20a）（2
0b）からの出力信号のＳ／Ｎ比とを測定した。その結果を以下に示す。なお、曲げこわさ
は、「敷き板部（２）の材料のヤング率」×「断面二次モーメント」で算出した。
【０１３８】
　曲げこわさ０．１×１０Ｎｍｍ2の場合、Ｓ／Ｎ比の平均値２０ｄＢ。
　曲げこわさ７．５×１０2Ｎｍｍ2の場合、Ｓ／Ｎ比の平均値４０ｄＢ。
　曲げこわさ１×１０5Ｎｍｍ2の場合、Ｓ／Ｎ比の平均値４０ｄＢ。
　曲げこわさ１．３５×１０12Ｎｍｍ2の場合、Ｓ／Ｎ比の平均値４０ｄＢ。
　曲げこわさ１×１０13Ｎｍｍ2の場合、Ｓ／Ｎ比の平均値２０ｄＢ。
【０１３９】
　以上の結果により、敷き板部（２）の曲げこわさが７．５×１０2～１．５×１０12（
好ましくは～１．３５×１０12）Ｎｍｍ2の範囲に設定されることにより、高いＳ／Ｎ比
を実現できることを確認し得た。
【０１４０】
　敷き板部（２）は、ヤング率が３×１０4～３０×１０4ＭＰａの範囲の材料で形成され
たものであることが望ましい。ヤング率がこの範囲の材料で形成された敷き板部（２）で
あることにより、敷き板部（２）の歪みが被験者の生体活動に伴い更に確実に変動するも
のとなる。そのため、被験者の呼吸情報や脈拍情報を更に精度良く計測することができる
。特に望ましいヤング率の範囲は５×１０4～２５×１０4ＭＰａである。
【０１４１】
　敷き板部（２）は、長さ（Ｌ）が１０～１０００ｍｍ、幅（Ｗ）が３００～２０００ｍ
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ｍ及び厚さ（Ｔ）が０．１～３０ｍｍの範囲に設定されていることが望ましい。敷き板部
（２）の長さ（Ｌ）、幅（Ｗ）及び厚さ（Ｔ）がそれぞれ所定範囲に設定されていること
により、敷き板部（２）の歪みが被験者（Ｓ）の生体活動に伴い更に確実に変動するもの
となる。そのため、被験者（Ｓ）の呼吸情報や脈拍情報を更に精度良く計測することがで
きる。
【０１４２】
　さらに、敷き板部（２）の長さ（Ｌ）が１０～１０００ｍｍの範囲に設定されることに
より、背の低い被験者（Ｓ）から背の高い被験者（Ｓ）までこの敷き板部（２）を適用す
ることができ、パネル（１）の被験者（Ｓ）に対する適用範囲が増大する。特に望ましい
長さ（Ｌ）の範囲は５０～５００ｍｍである。
【０１４３】
　さらに、敷き板部（２）の幅（Ｗ）が３００～２０００ｍｍの範囲に設定されることに
より、乳幼児から大人までこの敷き板部（２）を適用することができ、パネル（１）の被
験者（Ｓ）に対する適用範囲が増大する。特に望ましい幅（Ｗ）の範囲は３００～１５０
０ｍｍである。
【０１４４】
　また、敷き板部（２）の厚さ（Ｔ）が０．１～３０ｍｍの範囲に設定されることが望ま
しい理由は、次のとおりである。すなわち、敷き板部（２）の厚さ（Ｔ）が０．１ｍｍ以
上である場合には、敷き板部（２）に要求される曲げこわさを所定範囲に確実に設定する
ことができる。また、敷き板部（２）の厚さ（Ｔ）が３０ｍｍ以下である場合には、敷き
板部（２）の上に被験者（Ｓ）が就寝姿勢になった状態において、敷き板部（２）の厚さ
（Ｔ）に伴う段差により被験者（Ｓ）が感じることのある違和感を確実に解消することが
できる。特に望ましい厚さ（Ｔ）の範囲は０．５～１０ｍｍである。
【０１４５】
　演算手段（30）は、歪みゲージ（20a）（20b）からの出力信号（出力電圧）に基づいて
被験者（Ｓ）の生体情報を演算するためのものである。本第１実施形態では、二対の歪み
ゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）が電気的に接続されてブリッジ回路（21L）（21C）
（21R）が形成されていることから、演算手段（30）は、ブリッジ回路（21L）（21C）（2
1R）からの出力信号（出力電圧）に基づいて被験者（Ｓ）の生体情報を演算することとな
る。
【０１４６】
　表示手段（35）は、演算手段（30）により演算された被験者（Ｓ）の生体情報等を表示
するためのものである。
【０１４７】
　通信手段（36）は、演算手段（30）により演算された被験者（Ｓ）の生体情報等を遠隔
地や携帯電話（ＰＨＳを含む。以下同じ。）等に送信するためのものである。
【０１４８】
　警報手段（37）は、演算手段（30）により演算された被験者（Ｓ）の生体情報等に基づ
いて警報を発するためのものである。
【０１４９】
　而して、演算手段（30）では、図７に示すように、各ブリッジ回路（21L）（21C）（21
R）からの出力信号（出力電圧）が増幅部（31）において増幅されたのち、Ａ／Ｄ変換部
（アナログ／デジタル変換部）（32）においてデジタル信号に変換される。そして、この
デジタル信号がコンピュータ等からなる中央演算処理部（33）に送信される。中央演算処
理部（33）では、この送信されたデジタル信号に基づいて所定のプラグラムに従って被験
者（Ｓ）の生体情報（呼吸情報、脈拍情報、体動情報等）についての演算が行われる。こ
の演算は、公知の方法、例えばＦＦＴ法による周波数解析により行われる。
【０１５０】
　さらに、この中央演算処理部（33）では、敷き板部（２）における被験者（Ｓ）の就寝
位置についての演算が行われる。この演算方法について簡単に説明すると次のとおりであ
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る。すなわち、この中央演算処理部（33）では、左側ブリッジ回路（21L）からの出力信
号と右側ブリッジ回路（21R）からの出力信号とを所定の計算式を用いて比較し、その比
較結果に基づいて敷き板部（２）における被験者（Ｓ）の就寝位置についての演算が行わ
れる。
【０１５１】
　さらに、この中央演算処理部（33）では、被験者（Ｓ）の着床・離床情報についての演
算が行われる。
【０１５２】
　表示手段（35）では、演算手段（30）により演算された被験者（Ｓ）の生体情報（呼吸
情報、脈拍情報、体動情報等）、就寝位置情報、着床・離床情報等が、所定のモニタテレ
ビ等のディスプレイ上にリアルタイムで表示される。
【０１５３】
　通信手段（36）では、演算手段（30）により演算された被験者（Ｓ）の生体情報、就寝
位置情報、着床・離床情報等が、信号ケーブル、電話回線網、インターネット、有線ＬＡ
Ｎ、無線ＬＡＮ等の所定の有線通信網又は無線通信網を介して、看護センター等の監視室
や携帯電話等へ送信される。
【０１５４】
　警報手段（37）では、演算手段（30）により演算された被験者（Ｓ）の生体情報、就寝
位置情報、着床・離床情報等が所定の範囲から外れた場合に、警報が看護師、被験者、監
視者等に対して発せられる。
【０１５５】
　次に、本第１実施形態の生体情報計測用パネル（１）及び生体情報計測装置（50）を用
いて遂行される生体情報計測方法について、以下に説明する。
【０１５６】
　図１に示すように、パネル（１）の敷き板部（２）を、ベッド（15）の寝床面（18）に
おける、被験者（Ｓ）の胸部を含む胸周辺部に対応する位置に、寝床面（18）の幅方向（
即ち被験者（Ｓ）の幅方向）に延びる態様に水平状に載置する。さらに、必要に応じて、
この敷き板部（２）の位置が寝床面（18）に対して不本意にずれないように敷き板部（２
）の位置を固定する。
【０１５７】
　次いで、図２に示すように、必要に応じて、この敷き板部（２）の上に該敷き板部（２
）全体を覆うように上マット（17b）を敷く。次いで、敷き板部（２）の中央部の上に被
験者（Ｓ）が就寝姿勢になる。これにより、被験者（Ｓ）の胸部を含む胸周辺部が、上マ
ット（17b）を介して（又は該上マット（17b）を介さないで）敷き板部（２）で受けられ
、該敷き板部（２）が被験者（Ｓ）の胸部を含む胸周辺部の重さによって弾性的に僅かに
撓曲する。これにより、敷き板部（２）に曲げ歪みが発生し、特に敷き板部（２）の中央
部に大きな曲げ歪みが発生する。
【０１５８】
　被験者（Ｓ）が就寝すると、敷き板部（２）の歪みが被験者（Ｓ）の就寝中の生体活動
に伴い微細に変動する。この変動が歪みゲージ（20a）（20b）により検出される。そして
、歪みゲージ（20a）（20b）からの出力信号、即ちブリッジ回路（21L）（21C）（21R）
からの出力信号が、出力信号線（23）を介して演算手段（30）に送信される。この送信さ
れた出力信号に基づいて演算手段（30）により被験者（Ｓ）の生体情報、就寝位置情報等
が演算される。
【０１５９】
　演算手段（30）に演算された被験者（Ｓ）の生体情報、就寝位置情報等は、表示手段（
35）により表示されるとともに、通信手段（36）により送信される。また、被験者（Ｓ）
の生体情報、就寝位置情報等が所定の範囲から外れた場合には、警報手段（37）により警
報が発せられる。
【０１６０】
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　次に、演算手段（30）の中央演算処理部（33）で実行される処理について、図７及び図
８を参照して以下に説明する。
【０１６１】
　なお、演算手段（30）には、被験者（Ｓ）の呼吸数、脈拍数（心拍数）及び体動数につ
いての好適な範囲が予め設定されており、更に、敷き板部（２）における被験者（Ｓ）の
好適な就寝位置が予め設定されている。
【０１６２】
　三個のブリッジ回路（21L）（21C）（21R）からの出力信号は、図７に示すように、そ
れぞれ上述したように増幅部（31）において増幅されたのち、Ａ／Ｄ変換部（32）におい
てデジタル信号に変換される。そして、このデジタル信号が中央演算処理部（33）に送信
される。
【０１６３】
　中央演算処理部（33）において、図８に示すように、ステップ（Ｓ１）では、送信され
た三つの信号を読み取る。次いで、ステップ（Ｓ２）、（Ｓ９）及び（Ｓ１２）にぞれぞ
れ進む。
【０１６４】
　ステップ（Ｓ２）では、三つの信号のうち、中央ブリッジ回路（21C）からの出力信号
に基づいて、ＦＦＴ法等の公知の方法により周波数の解析を行う。次いで、ステップ（Ｓ
３）及び（Ｓ６）にそれぞれ進む。
【０１６５】
　ステップ（Ｓ３）では、解析された周波数から呼吸数の検出を行う。次いで、ステップ
（Ｓ４）に進む。
【０１６６】
　ステップ（Ｓ４）では、呼吸数が所定範囲内にあるか否かについての判定を行う。呼吸
数が所定範囲から外れていると判定された場合には、「Ｎｏ」として、ステップ（Ｓ５）
に進み、警報信号を警報手段（37）に発信する。一方、呼吸数が所定範囲内にあると判定
された場合には、「Ｙｅｓ」として、ステップ（Ｓ１）に戻る。なお、本ステップ（Ｓ４
）では、例えば、被験者の呼吸情報（いびき情報を含む。）をはじめ、被験者の生死、睡
眠状態、睡眠時無呼吸症候群等に関する情報を得ることができる。
【０１６７】
　ステップ（Ｓ６）では、解析された周波数から脈拍数（心拍数）の検出を行う。次いで
、ステップ（Ｓ７）に進む。
【０１６８】
　ステップ（Ｓ７）では、脈拍数が所定範囲内にあるか否かについての判定を行う。脈拍
数が所定範囲から外れていると判定された場合には、「Ｎｏ」として、ステップ（Ｓ８）
に進み、警報信号を警報手段（37）に発信する。一方、脈拍数が所定範囲内にあると判定
された場合には、「Ｙｅｓ」として、ステップ（Ｓ１）に戻る。なお、本ステップ（Ｓ７
）では、例えば、被験者の生死、睡眠状態等に関する情報を得ることができる。
【０１６９】
　ステップ（Ｓ９）では、三つの信号のうち、左側ブリッジ回路（21L）からの出力信号
と右側ブリッジ回路（21R）からの出力信号とを所定の計算式を用いて比較し、その比較
結果に基づいて敷き板部（２）における被験者（Ｓ）の就寝位置についての解析を行う。
次いで、ステップ（Ｓ１０）に進む。
【０１７０】
　ステップ（Ｓ１０）では、被験者（Ｓ）の就寝位置が敷き板部（２）の所定位置である
（例えば就寝位置が敷き板部（２）の中央部である。）か否かについての判定を行う。就
寝位置が所定位置ではない（例えば就寝位置が敷き板部（２）の左端部又は右端部である
。）と判定された場合には、「Ｎｏ」として、ステップ（Ｓ１１）に進み、警報信号を警
報手段（37）に発信する。そして、警報手段（37）により発せられた警報をもとに被験者
（Ｓ）の寝床面（18）からの落下防止のための処置を行うことができる。一方、就寝位置
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が所定位置であると判定された場合には、「Ｙｅｓ」として、ステップ（Ｓ１）に戻る。
【０１７１】
　ステップ（Ｓ１２）では、被験者（Ｓ）の寝返り等の体動の検出を行う。次いで、ステ
ップ（Ｓ１３）に進む。
【０１７２】
　ステップ（Ｓ１３）では、寝返り数等の体動数が所定範囲内にあるか否かについての判
定を行う。体動数が所定範囲から外れていると判定された場合には、「Ｎｏ」として、ス
テップ（Ｓ１４）に進み、警報信号を警報手段（37）に送信する。そして、警報手段（37
）により発せられた警報をもとに褥瘡（じょくそう）の発生防止のための処置を行うこと
ができる。一方、体動数が所定範囲内にある（例えば体動が適度にある。）と判定された
場合には、「Ｙｅｓ」として、ステップ（Ｓ１）に戻る。
【０１７３】
　図９は、本第１実施形態の生体情報計測用パネル（１）及び生体情報計測装置（50）に
より被験者（Ｓ）の生体情報を実際に計測した場合の、中央ブリッジ回路（21C）からの
出力信号（出力電圧）の一実測例を示す図（グラフ）である。
【０１７４】
　なお、本測定で使用した生体情報計測用パネル（１）において、敷き板部（２）の材質
はＪＩＳ（日本工業規格）　Ａ６０６１－Ｔ６、ヤング率は７×１０4ＭＰａ、長さ（Ｌ
）は１００ｍｍ、幅（Ｗ）は８００ｍｍ、厚さ（Ｔ）は２ｍｍ、断面二次モーメントは５
３３ｍｍ4、曲げこわさは３．７×１０7Ｎｍｍ2である。
【０１７５】
　同図では、ブリッジ回路（21C）からの出力信号は波形として表されている。この出力
波形では、被験者（Ｓ）の呼吸に起因する呼吸波成分と、被験者（Ｓ）の脈拍（心拍）に
起因する脈拍波成分（心拍波成分）とが重畳されている。この出力波形において、波長が
長くて連続するうねり状の波が呼吸波成分であり、パルス状の波が脈拍波成分である。こ
の出力波形では、呼吸周期が約３～４秒であり、脈拍周期が約１秒である。
【０１７６】
　同図に示すように、本第１実施形態の生体情報計測用パネル（１）及び装置（50）によ
れば、呼吸波成分と脈拍波成分とをそれぞれ明確且つ確実に検出することができる。した
がって、被験者（Ｓ）の様々な生体情報のうち、従来の生体情報計測装置では計測が極め
て困難であった、僅かな荷重変化しか伴わない生体情報である呼吸情報（呼吸数等）と脈
拍情報（脈拍数等）とについて、特に精度良く計測することができる。
【０１７７】
　さらに、本第１実施形態の生体情報計測用パネル（１）及び装置（50）には、次の利点
がある。
【０１７８】
　本第１実施形態の生体情報計測用パネル（１）によれば、敷き板部（２）を寝床面（18
）上に載置するだけで、パネル（１）の設置作業が完了する。そのため、パネル（１）の
設置作業を容易に行うことができるし、市販されている殆どのベッド（15）に対して適用
することができる。
【０１７９】
　さらに、生体情報の計測時には敷き板部（２）はベッド（15）の寝床面（18）上に載置
されているので、もしベッド（15）の周囲を人が歩行した場合であっても、ベッド（15）
を設置した床面の振動による検出精度の低下を防止することができる。もとより、ベッド
（15）の剛性を高める必要がないので、ベッド（15）の軽量化を図ることができる。
【０１８０】
　さらに、敷き板部（２）は、平面視略長方形の帯板状に形成されており、且つ被験者（
Ｓ）の下側に被験者（Ｓ）の幅方向に延びる態様に配置されるものであるから、被験者（
Ｓ）の呼吸や脈拍に起因する敷き板部（２）の歪みの変動を更に確実に検出することがで
きる。したがって、被験者（Ｓ）の呼吸情報や脈拍情報を更に精度良く計測することがで
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きる。
【０１８１】
　さらに、敷き板部（２）がアルミニウム又はアルミニウム合金製であるから、次の利点
がある。
【０１８２】
　すなわち、敷き板部（２）の軽量化を図ることができ、そのため、パネル（１）の設置
作業を更に容易に行うことができる。
【０１８３】
　さらに、一般にアルミニウム又はアルミニウム合金は、鉄等の鋼材に比べてヤング率が
約１／３と小さい。そのため、アルミニウム又はアルミニウム合金製の敷き板部（２）の
歪みは、被験者（Ｓ）の様々な生体活動のうち特に呼吸や脈拍に対して非常に敏感に変動
し得るものとなる。そのため、被験者（Ｓ）の呼吸情報や脈拍情報を更に一層精度良く計
測することができる。
【０１８４】
　もとより、アルミニウム又はアルミニウム合金は錆にくいので、アルミニウム又はアル
ミニウム合金製の敷き板部（２）は、耐用寿命が長くなる。
【０１８５】
　さらに、アルミニウム又はアルミニウム合金はリサイクル性に優れているから、アルミ
ニウム又はアルミニウム合金製の敷き板部（２）を廃棄する際に、これらをリサイクルに
供することができる。
【０１８６】
　さらに、このパネル（１）では、二対の歪みゲージ（20a）（20a）（20b）（20b）が電
気的に接続されてブリッジ回路（21L）（21C）（21R）が形成されるとともに、このブリ
ッジ回路（21L）（21C）（21R）からの出力信号が被験者（Ｓ）の生体情報の計測に用い
られるものであるから、敷き板部（２）の歪みの微細な変動を確実に検出することができ
る。したがって、被験者（Ｓ）の呼吸情報や脈拍情報を更に一層精度良く計測することが
できる。
【０１８７】
　さらに、歪みゲージ（20a）（20b）が、敷き板部（２）の上下両面の左右両側部及び中
央部にそれぞれ貼り付けられている。したがって、被験者（Ｓ）の生体活動のうち呼吸及
び脈拍に起因する振動は、中央ブリッジ回路（21C）によって検出される。また、敷き板
部（２）における被験者（Ｓ）の就寝位置は、左側ブリッジ回路（21L）及び右側ブリッ
ジ回路（21R）によって検出される。したがって、被験者（Ｓ）の呼吸情報や脈拍情報を
精度良く計測することができることはもとより、更に、被験者（Ｓ）の就寝位置について
も精度良く検出することができる。
【０１８８】
　また、このパネル（１）は、歪みゲージ（20a）（20b）からの出力信号を演算手段（30
）の記憶部（図示せず）に予め記憶された在床判断基準設定値と比較することにより、被
験者（Ｓ）がベッド寝床面（18）上に在床しているか否かについても検出可能である。す
なわち、このパネル（１）は在床検出用パネルとしても利用可能である。
【０１８９】
　本第１実施形態の生体情報計測装置（50）は、演算手段（30）と表示手段（35）を具備
しているので、被験者（Ｓ）の生体情報を確実に演算することができるし、被験者（Ｓ）
の生体情報を確実に表示することができる。
【０１９０】
　さらに、生体情報計測装置（50）は、通信手段（36）を具備しているので、被験者（Ｓ
）の生体情報を遠隔地で計測することができる。
【０１９１】
　さらに、生体情報計測装置（50）は、警報手段（37）を具備しているので、被験者（Ｓ
）の状態が想定している範囲外となった場合に、看護師、介護者、監視者等に警報で知ら
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せることができる。
【０１９２】
　また、本第１実施形態の生体活動監視システムは、生体情報計測用パネル（P1）と演算
手段（30）と表示手段（35）と通信手段（36）と警報手段（37）とを具備している。した
がって、この監視システムによれば、被験者（Ｓ）の様々な生体活動のうち呼吸及び心拍
の状況をより確実に監視することができる。
【０１９３】
　図１０（Ａ）～図１０（Ｅ）は、それぞれ、上記パネル（１）の敷き板部（２）の第１
～５変形例を示す図である。なお、これらの図には、弾性層（８）（即ち弾性シート材（
９））は図示省略されている。
【０１９４】
　図１０（Ａ）に示した第１変形例において、敷き板部（２）の上下両面の中央部には、
それぞれ、平面視円形状の凹部（４）が局所的に設けられている。これにより、この敷き
板部（２）の中央部にのみ、敷き板部（２）の幅方向において敷き板部（２）の他の部位
よりも厚さが薄い薄肉部（６）が形成されている。さらに、この薄肉部（６）の上下両面
の凹部（４）底面部にぞれぞれ、中央歪みゲージ群（20C）を構成する歪みゲージ（20a）
（20b）が貼り付けられている。
【０１９５】
　図１０（Ｂ）に示した第２変形例において、敷き板部（２）の上下両面の中央部には、
それぞれ、平面視円形状の凹部（４）と該凹部（４）を縦断し且つ敷き板部（２）の長さ
方向に延びた溝条（５）とが局所的に設けられている。これにより、この敷き板部（２）
の中央部にのみ、敷き板部（２）の幅方向において敷き板部（２）の他の部位よりも厚さ
が薄い薄肉部（６）が形成されている。さらに、この薄肉部（６）の上下両面の凹部（４
）底面部にぞれぞれ、中央歪みゲージ群（20C）を構成する歪みゲージ（20a）（20b）が
貼り付けられている。
【０１９６】
　図１０（Ｃ）に示した第３変形例において、敷き板部（２）の上下両面の中央部には、
それぞれ、平面視円形状の凹部（４）と該凹部（４）を横断し且つ敷き板部（２）の幅方
向に延びた溝条（５）とが局所的に設けられている。これにより、この敷き板部（２）の
中央部にのみ、敷き板部（２）の幅方向において敷き板部（２）の他の部位よりも厚さが
薄い薄肉部（６）が形成されている。さらに、この薄肉部（６）の上下両面の凹部（４）
底面部にぞれぞれ、中央歪みゲージ群（20C）を構成する歪みゲージ（20a）（20b）が貼
り付けられている。
【０１９７】
　図１０（Ｄ）に示した第４変形例において、敷き板部（２）の下面は平坦状に形成され
ている。一方、敷き板部（２）の上面は、該敷き板部（２）の幅方向において中央部が最
低高さ位置になるように全面に亘って円柱周面状に湾曲している。これにより、この敷き
板部（２）の厚さは、敷き板部（２）の幅方向において中央部が最も薄い薄肉部（６）に
なるように連続的に変化している。すなわち、この敷き板部（２）の中央部の厚さは、該
敷き板部（２）の左右両側部の厚さよりも薄くなっている。このようにして、敷き板部（
２）の中央部にのみ、敷き板部（２）の幅方向において該敷き板部（２）の他の部位より
も厚さが薄い薄肉部（６）が形成されている。さらに、この薄肉部（２）の上下両面にぞ
れぞれ、中央歪みゲージ群（20C）を構成する歪みゲージ（20a）（20b）が貼り付けられ
ている。
【０１９８】
　而して、図１０（Ａ）～図１０（Ｄ）に示した第１～第４変形例では、敷き板部（２）
の中央部に薄肉部（６）が形成されている。したがって、敷き板部（２）が被験者（Ｓ）
の下側に配置された状態において、敷き板部（２）の薄肉部（６）で歪みが集中的に発生
する。そして、このような薄肉部（６）の上下両面にそれぞれ歪みゲージ（20a）（20b）
が貼り付けられることにより、敷き板部（２）の歪みの変動を該歪みゲージ（20a）（20b
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）により確実に検出することができる。そのため、被験者（Ｓ）の呼吸情報や脈拍情報を
確実に精度良く計測することができる。
【０１９９】
　なお、上記第１～４変形例では、いずれも、薄肉部（６）は敷き板部（２）の一箇所に
設けられているが、本発明では、敷き板部（２）の二箇所に設けられていても良いし、三
箇所以上に設けられていても良い。
【０２００】
　図１０（Ｅ）に示した第５変形例において、敷き板部（２）は、上面が膨出した断面略
Ｄ字状のものである。なお、この敷き板部（２）の厚さは、敷き板部（２）の幅方向にお
いて均一に設定されている。そして、敷き板部（２）の中央部の上下両面にぞれぞれ、中
央歪みゲージ群（20C）を構成する歪みゲージ（20a）（20b）が貼り付けられている。
【０２０１】
　なお本発明では、敷き板部（２）の形状は、第１～第５変形例に示したものに限定され
るものではなく、様々に設定変更可能である。
【０２０２】
　図１１及び図１２は、本発明の第２実施形態に係る生体情報計測用パネル（１）を説明
するための図である。
【０２０３】
　本第２実施形態では、歪み検出センサ（Ｄ）として感圧導電性ゴムセンサ等の導電性ゴ
ムセンサ（25）が用いられている。この導電性ゴムセンサ（25）は敷き板部（２）の内部
に埋込み状態で配置されている。このパネル（１）の構成を以下に説明する。
【０２０４】
　このパネル（１）では、敷き板部（２）は、上板部（2A）と下板部（2B）とに分割され
ている。そして、上板部（2A）と下板部（2B）とが、これらの間に線状の導電性ゴムセン
サ（25）を挟んた状態にして互いに重合せ状に結合されている。この導電性ゴムセンサ（
25）は、上板部（2A）と下板部（2B）との重合せ面上において、該重合せ面の略全面に亘
って蛇行状に屈曲して配置されている。
【０２０５】
　なお、上板部（2A）と下板部（2B）との結合手段としては、接着剤や溶接が挙げられ、
あるいはカシメ、ボルト締め、クリップ、リベット等の機械的固着手段が挙げられる。
【０２０６】
　本第２実施形態のパネル（１）及び生体情報計測装置の他の構成、並びに生体情報計測
方法は、上記第１実施形態と同じである。
【０２０７】
　本第２実施形態のパネル（１）では、歪み検出センサ（Ｄ）が導電性ゴムセンサ（25）
であるから、敷き板部（２）の歪みの変動を確実に検出することができる。
【０２０８】
　さらに、導電性ゴムセンサ（25）の導電性ゴムは、様々な形状や大きさのもがあること
から、例えば、該センサ（25）を敷き板部（２）の全面に亘って装着したりあるいは敷き
板部（２）の所定部位にのみ装着したりすることができる。すなわち、歪み検出センサ（
Ｄ）として導電性ゴムセンサ（25）を用いることにより、センサ（Ｄ）の敷き板部（２）
への装着位置の自由度が増大する。さらに、導電性ゴムセンサ（25）の導電性ゴムの電気
抵抗値は様々に設定変更可能であることから、導電性ゴムの電気抵抗値を所定の値に設定
することにより、敷き板部（２）の歪みの変動を確実に検出することができる。
【０２０９】
　さらに、敷き板部（２）の上板部（2A）と下板部（2B）がこれらの間に導電性ゴムセン
サ（25）を挟んだ状態にして互いに重合せ状に結合され、これにより、導電性ゴムセンサ
（25）が敷き板部（２）の内部に配置されているので、該センサ（25）が敷き板部（２）
で保護されて該センサ（25）の外部との接触に伴う損傷を防止することができる。そのた
め、センサ（25）の耐用寿命、即ちパネル（１）の耐用寿命を延ばすことができる。さら
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に、上板部（2A）と下板部（2B）との結合作業により、導電性ゴムセンサ（25）が敷き板
部（２）の内部に配置されることから、導電性ゴムセンサ（25）の敷き板部（２）内部へ
の配置作業（埋込み作業）を容易に行うことができる。
【０２１０】
　なお、第２実施形態では、導電性ゴムセンサ（25）の導電性ゴムは線状のものであるが
、本発明では、帯板状等の面状のものであっても良いし、その他の形状のものであっても
良い。
【０２１１】
　また、本発明では、導電性ゴムセンサ（25）の代わりに導電性樹脂センサが導電性エラ
ストマーセンサとして用いられていても良い。
【０２１２】
　図１３は、本発明の第３実施形態に係る生体情報計測用マット（40）を説明するための
図である。
【０２１３】
　本第３実施形態のマット（40）は、上記第１実施形態の生体情報計測用パネル（１）を
備えている。このパネル（１）はマット（40）の内部に埋込み状態で配置されている。こ
のマット（40）の構成を以下に説明する。
【０２１４】
　マット（40）は、ベッド（15）の床板部（16）上に敷設されるマット（17）（例：マッ
トレス）（図１及び図２参照。）として、あるいは畳面や床面上に敷設されるマット（例
：敷き布団）等として用いられるものであり、被験者（Ｓ）全体を受け得る大きさに形成
されている。マット（40）はその内部に弾性クッション材等が充填されており、これによ
りマット（40）は弾性を有している。
【０２１５】
　このマット（40）の、被験者（Ｓ）の胸部を含む胸周辺部を受ける部位の、厚さ方向中
間部（詳述すると厚さ方向中間部におけるマット上面近傍位置）には、上記パネル（１）
が、マット（40）の幅方向（即ち被験者の幅方向）に延びる態様にして水平状に埋込み状
態に配置されている。また、マット（40）の幅とパネル（１）の幅とは、互いに略同寸に
設定されている。
【０２１６】
　本第３実施形態では、マット（40）の内部に第１実施形態のパネル（１）が配置されて
いるので、このマット（40）の上面に被験者（Ｓ）が就寝すると、被験者（Ｓ）の生体活
動に伴いマット（40）の上面が僅かに振動し、この振動が殆ど減衰しないで敷き板部（２
）に伝達される結果、敷き板部（２）の歪みが確実に変動し得るようになる。そのため、
被験者（Ｓ）の呼吸情報や脈拍情報を確実に精度良く計測することができる。
【０２１７】
　本第３実施形態のマット（40）及び生体情報計測装置の他の構成、並びに生体情報計測
方法は、上記第１実施形態と同じである。
【０２１８】
　図１４（Ａ）～図１４（Ｃ）は、本発明の第４実施形態に係る生体情報計測用パネル（
１）を説明するための図である。
【０２１９】
　このパネル（１）の敷き板部（２）の上面及び下面には、それぞれ実際には弾性層が上
記第１実施形態のパネルと同様に貼り付けられるが、これらの図では、敷き板部（２）の
構造を分かり易くするため弾性層を図示省略している。
【０２２０】
　このパネル（１）は、歪み検出センサ（Ｄ）としての歪みゲージ（20a）（20b）からの
出力信号を制御する制御装置（70）を備えている。制御装置（70）は基板上に装着されて
いる。
【０２２１】
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　この制御装置（70）は、歪みゲージ（20a）（20b）からの出力信号（例えば出力電圧）
をアナログ信号からデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換部を有している。そして、この制
御装置（70）は、敷き板部（２）の上面（又は下面）の端部に形成された凹所（71）内に
配置された状態で、敷き板部（２）に接着剤やネジ等により固定状態に取り付けられてい
る。
【０２２２】
　このパネル（１）では、敷き板部（２）に制御装置（70）が取り付けられているので、
歪みゲージ（20a）（20b）からの出力信号を制御装置（70）で制御することができる。
【０２２３】
　さらに、制御装置（70）は凹所（71）内に配置されているので、制御装置（70）の外部
との接触に伴う損傷を防止できる。そのため、制御装置（70）の耐用寿命、即ちパネル（
１）の耐用寿命を長くできる。
【０２２４】
　本第４実施形態のパネル（１）の他の構成は、上記第１実施形態と同じである。
【０２２５】
　図１５は、第４実施形態のパネル（１）で使用されたブリッジ回路（21C）の一変形例
を示している。このブリッジ回路（21C）において、一対の歪みゲージ（20a）（20a）は
、敷き板部（２）の上下両面の互いに対向する位置に貼り付けられたもである。一方、制
御装置（70）は、一対のダミー抵抗としての固定抵抗（20z）（20z）を有している。そし
て、このブリッジ回路（21C）は、一対の歪みゲージ（20a）（20a）と一対の固定抵抗（2
0z）（20z）とが互いに電気的に接続されることにより、形成されたものである。
【０２２６】
　このブリッジ回路（21C）では、敷き板部（２）の歪みの変動を確実に検出することが
できる。
【０２２７】
　なお本発明では、ダミー抵抗として、固定抵抗（20z）（20z）の他にチップ抵抗等が用
いられる。
【０２２８】
　以上で、本発明の幾つかの実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に示
したものに限定されるものではなく、様々に設定変更可能である。
【０２２９】
　例えば、上記実施形態では、いずれも、パネル（１）の敷き板部（２）の上下両面にそ
れぞれ歪みゲージが貼り付けられているが、本発明では、敷き板部（２）の上面だけに歪
みゲージが貼り付けられていても良いし、敷き板部（２）の下面だけに歪みゲージが貼り
付けられていても良い。
【０２３０】
　また、パネル（１）の敷き板部（２）の上面又は下面に貼り付けられる歪みゲージの個
数は、１個であっても良いし、２個であっても良いし、３個であっても良いし、４個以上
であっても良い。
【０２３１】
　また、歪みゲージは、接着剤による貼付け以外の手段として、カシメ、ネジ止め、リベ
ット止め、溶接（例：スポット溶接）等の機械的接合手段によって敷き板部（２）の所定
面に取り付けられていても良い。
【０２３２】
　また、パネル（１）の敷き板部（２）は、被験者（Ｓ）の全体を受けるものであっても
良い。
【０２３３】
　また、本発明では、歪みゲージ群の組数は１組であっても良いし、２組であっても良い
し、３組であっても良いし、４組以上であっても良い。
【０２３４】
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　また、本実施形態では、いずれも、敷き板部（２）は、ベッド（15）のマット（17）上
に載置されるものであるが、本発明では、畳面上に載置されるものであっても良いし、床
面上に載置されるものであっても良い。
【０２３５】
　また、本発明では、生体情報計測用パネル、マット及び生体情報計測装置には、それぞ
れ、必要に応じて安全上の装置が付設されていても良いし、安全上の処理が施されていて
も良い。
【産業上の利用可能性】
【０２３６】
　本発明は、医療施設、介護施設、一般家庭等において、健康人、病人、乳幼児、高齢者
等の被験者の生体情報を計測するために用いられる生体情報計測用パネル、該パネルを備
えた生体情報計測用マット、前記パネル又は前記マットを具備した生体情報計測装置、並
びに前記パネル又は前記マットを用いた生体情報計測方法に利用可能である。
【０２３７】
　また本発明は、被験者の生体活動を監視するシステムに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２３８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る生体情報計測用パネル及び生体情報計測装置を示す
概略斜視図である。
【図２】同パネルで被験者の生体情報を計測する状態を示す断面図である。
【図３（Ａ）】同パネルの一部切欠き平面図である。
【図３（Ｂ）】同パネルの一部切欠き正面図である。
【図３（Ｃ）】同パネルの底面図である。
【図４】図３（Ａ）中のＸ－Ｘ線拡大断面図である。
【図５】同パネルの分解斜視図である。
【図６】同装置の歪みゲージのブリッジ回路を示す図である。
【図７】同装置のブロック図である。
【図８】同装置の生体情報計測処理を示すフローチャート図である。
【図９】同装置のブリッジ回路からの出力信号の一実測例を示す図（グラフ）である。
【図１０（Ａ）】同パネルの敷き板部の第１変形例を示す斜視図である。
【図１０（Ｂ）】同パネルの敷き板部の第２変形例を示す斜視図である。
【図１０（Ｃ）】同パネルの敷き板部の第３変形例を示す斜視図である。
【図１０（Ｄ）】同パネルの敷き板部の第４変形例を示す斜視図である。
【図１０（Ｅ）】同パネルの敷き板部の第５変形例を示す斜視図である。
【図１１（Ａ）】本発明の第２実施形態に係る生体情報計測用パネルを示す一部切欠き平
面図である。
【図１１（Ｂ）】同パネルの一部切欠き正面図である。
【図１１（Ｃ）】同パネルの底面図である。
【図１２】同パネルの分解斜視図である。
【図１３】本発明の第３実施形態に係る生体情報計測用マットの斜視図である。
【図１４（Ａ）】本発明の第４実施形態に係る生体情報計測用パネルを示す平面図である
。
【図１４（Ｂ）】同パネルの正面図である。
【図１４（Ｃ）】同パネルの底面図である。
【図１５】ブリッジ回路の一変形例を示す図である。
【符号の説明】
【０２３９】
１…生体情報計測用パネル
２…敷き板部
４…凹部
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６…薄肉部
８…弾性層
９…弾性シート材
15…ベッド
18…寝床面
Ｄ…歪み検出センサ
20a、20b…歪みゲージ（歪み検出センサ）
20z…固定抵抗（ダミー抵抗）
20L…左側歪みゲージ群
20C…中央歪みゲージ群
20R…右側歪みゲージ群
21L…左側ブリッジ回路
21C…中央ブリッジ回路
21R…右側ブリッジ回路
22…入力信号線
23…出力信号線
25…導電性ゴムセンサ（歪み検出センサ）
30…演算手段
35…表示手段
36…通信手段
37…警報手段
40…生体情報計測用マット
50…生体情報計測装置
Ｓ…被験者

【図１】 【図２】

【図３（Ａ）】

【図３（Ｂ）】
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【図６】 【図７】
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【図１０（Ｃ）】

【図１０（Ｄ）】

【図１０（Ｅ）】
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